
阿賀野市告示第２１５号 

 阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱の全部を改正する要

綱を次のように定める。 

  令和４年１２月１３日 

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱 

阿賀野市安全安心農産物生産推進事業補助金交付要綱（平成２６年阿賀野

市告示第３２号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、阿賀野市の基幹作物である水稲及び園芸作物について、

消費者が求め、信頼される「安全・安心・おいしい農産物」の生産を推進す

るため、市内で生産される堆肥「ゆうきの子」及び「阿賀のたいひ」（以下

「堆肥」という。）の施用による土づくりを拡大することを目的に、堆肥の

購入費及び散布にかかる経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿賀

野市規則第５６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金交付の対象となる者は、次のとおりとする。 

(１) 農薬及び化学肥料を慣行栽培より５割以上低減し、水稲を栽培する市

内農業者及び耕畜連携により稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の栽培に取り組

む市内農業者 

(２) 園芸作物を市場、直売所等に出荷し、園芸振興に取り組む市内農業者

及び市内農業者団体 

 （補助金の交付基準） 

第３条 補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。 

 （補助金の交付期間） 

第４条 補助金の交付期間は、平成２６年度から令和４年度までとする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「堆

肥の散布計画」を含む事業計画書等の必要書類を添えて、規則で定める補助

金等交付申請書（以下「交付申請書」という。）を市長に提出するものとす

る。この場合において、農業協同組合や出荷組合等（以下「農協等」という。）
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が申請者に代わって交付申請書を提出することができる。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、申請者より補助金等の交付の申請があったときは、当該申請

に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内

容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範

囲内において補助金等の交付の決定を行い、申請者へ通知する。 

 （実績報告） 

第７条 申請者は、事業が完了したとき、規則で定める補助事業等実績報告書

（以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。この場合において、農協等が申請者に代わって実績報告書

を提出することができる。 

(１) 事業実績書 

(２) 収支決算書 

(３) 堆肥を購入したことが分かる書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、

補助事業等の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則で定める補助金等交付

額確定通知書により申請者に通知する。 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、補助金については、第５条の規定による申請及び第７条の規

定による実績報告の内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、次のと

おり交付するものとする。 

(１) 申請者に対する補助金は、直接交付するものとする。 

(２) 前号の規定にかかわらず、申請者に代わって補助金交付申請及び実績

報告した農協等に対しても、補助金を交付することができる。ただし、

農協等は、水稲栽培者には秋散布分を翌年１月末日までに、春散布分を

翌年５月末日までに分配するとともに、園芸栽培者には翌年５月末日ま

でに分配しなければならない。 

 （事業推進） 

第１０条 申請者は、事業の推進に当たって、関係機関その他団体等と十分な

連絡調整を図り、事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。また、

市長は本事業の実施による効果の調査及び実施に伴い集積される情報を農



業者等へ周知する。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和４年１２月１３日から施行し、令和４年４月１日から適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

対象者区分 補助限度額 

水稲対象者のうち、認定農業者（農業

経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号）第１２条第１項の規定によ

り認定を受けた者をいう。） 

年間  堆肥施用面積１０アール当

たり １，５００円 

水稲対象者のうち、認定農業者以外 
年間  堆肥施用面積１０アール当

たり １，０００円 

園芸対象者 
年間  堆肥施用量１０㎏当たり 

３０円 

 


